
 

運用委員会規則 

 

平成18年４月１日 制定 

平成22年６月22日 改正 

平成26年10月23日 改正 

平成27年５月21日 改正 

平成28年６月30日 改正 

平成28年11月９日 改正 

 

（目的） 

第１条 この規則は、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成16年法律第105号）第

15条第１項の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人（以下「管理運用法人」

という。）に置かれた運用委員会について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（審議等事項） 

第２条 次に掲げる事項は、運用委員会の議を経なければならない。 

(１) 業務方法書の作成又は変更 

(２) 独立行政法人通則法第30条第１項に規定する中期計画の作成又は変更 

２ 運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視する。 

３ 運用委員会は、前２項に規定するもののほか、管理運用業務に関し、管理運用法人

理事長（以下「理事長」という。）の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又

は必要と認める事項について理事長に建議できる。 

 

（委員長） 

第３条 運用委員会に委員長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、運用委員会の会務を総理する。 

３ 委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代

理する者を定めておかなければならない。 

 

（招集） 

第４条 運用委員会は、必要に応じ、委員長が招集する（委員長及びその代理がないと

きは、理事長が招集する。以下この条において同じ。）。 

２ 委員長は、運用委員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、あら

かじめ、期日、場所及び議題を委員に対して通知しなければならない。 

 

（議事） 

第５条 運用委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすること

ができない。 



 

２ 運用委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、

委員長が決する。 

３ 第８条の４第１項の議決においては、議決による承認の対象となる委員は、当該議

決に加わることができない。また、議決による承認の対象となる委員が委員長である

場合、前項にある可否同数のときは、委員長の代理が決する。 

 

（会議の非公開） 

第６条 運用委員会の会議は、これを公開しない。 

 

（議事要旨） 

第７条 運用委員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事要旨を作

成しなければならない。 

(１) 会議の日時及び場所 

(２) 出席した委員の氏名 

(３) 議事となった事項 

２ 前項の議事要旨は、運用委員会の確認を得て公表する。 

 

（議事録） 

第８条 運用委員会の議事録は、「運用委員会議事録作成及び公表要領」で定めるところ

により、作成及び公表を行う。 

 

（ガバナンス会議） 

第８条の２ 運用委員会に、ガバナンス会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、運用委員会が策定する管理運用法人における投資原則及び行動規範を立案し、

並びに、その実施状況を監視し、運用委員会に報告する。 

３ 会議の議員（以下「議員」という。）は、委員の意向を勘案の上、委員長が指名する。 

４ 会議に議長（以下「議長」という。）を置き、議員の互選により選任する。 

５ 議長は、会議の会務を総理する。 

６ この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が定める。 

 

（取材等対応規程の準用） 

第８条の３ 管理運用法人が定める取材等対応規程（平成 27年規程第１号）は、委員につ

いて準用する。 

 

（顧問等への就任の制限等） 

第８条の４ 委員は、運用委員会の議決による承認のある場合を除くほか、運用受託機関

（トランジション・マネジャーを含む。）若しくは資産管理機関として管理運用法人と

契約を締結している事業者、これらの契約の申込みをしている事業者又はこれらの契約



 

の申込みをしようとしていることが明らかである事業者の顧問又は評議員に就いてはな

らない。 

２ 委員は、銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業（これらに類

似し、又は密接に関連する事業を含む。）を行う者（以下「金融事業者」という。）の

役員、顧問又は評議員に就こうとする場合には、その旨をあらかじめ委員長に届け出る

ものとする。 

  

（金融事業者からの寄付等の報告） 

第８条の５ 委員は、就任時又は毎年１回定期的に、次に掲げる要件のいずれかに該当す

るものについて運用委員会に報告するものとする。 

（１）直近１年間（就任時においては直近３年間）における同一の金融事業者からの、個

人として、１年度あたり 50万円以上の報酬等の受領の有無について 

（２）直近１年間（就任時においては直近３年間）における個人の研究及び所属する研究

室等に対する金融事業者からの寄付の有無について 

（３）直近１年間（就任時においては直近３年間）における個人の研究及び所属する研究

室等に対する金融事業者からの委託・請負事業、共同研究の有無について 

２ 特定の委員と金融事業者との関係性から、審議の中立性・公正性に疑念を生じさせる

おそれのある場合には、運用委員会は必要な措置を講じるものとする。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、運用委員会の運営に必要な事項は、委員長が定

める。 

 

（庶務） 

第１０条 運用委員会に関する庶務は、企画部企画課において行う。 

 

附 則（平成22年６月22日 改正）  

この改正は、平成22年６月22日から施行する。なお、改正後の第８条の規定は、同月

４日の第38回運用委員会から適用する。 

附 則（平成26年10月23日 改正）  

この改正は、平成26年10月23日から施行する。 

附 則（平成27年５月21日 改正）  

この改正は、平成27年５月21日から施行する。 

附 則（平成28年６月30日 改正）  

この改正は、平成28年６月30日から施行する。 

附 則（平成 28 年 11月９日 改正） 

（施行期日） 

１．この改正は、平成 28年 11月９日から施行する。 

（経過措置） 



 

２．この改正の施行日に現に委員である者については、第８条の５第１項（１）、（２）

及び（３）に規定する「就任時においては直近３年間」とあるのを、それぞれ「本改

正施行日においては直近３年間」と読み替えるものとする。 

 


